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●  永年勤続従業員表彰

●  第 9 回宇佐商工会議所会頭杯親善ゴルフ大会

●  部会等活動報告

永年勤続従業員表彰は、永年にわたり勤務され、地域経済

の発展に尽力された優秀な従業員の功績を称えることを目

的にしています。当会議所が毎年５月の通常議員総会時に

表彰を行っています。

宇佐市の企業で永く頑張っている従業員の皆様にエールを

送りたいと思います。

【被表彰者を代表して謝辞を述べる㈲平和電設　鈴木雄一氏】
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永年勤続従業員表彰・会頭杯親善ゴルフ大会

　５月２９日（火）第３９回通常議員総会にて、永年勤続従業員表彰が行われました。
今年度は、勤続３０年以上３名、勤続２０年以上１名、勤続１０年以上５名、合計９名の表彰が行われました。
当日は、勤続２０年有限会社平和電設鈴木雄一氏が謝辞を述べ、賞状と記念品の授与が行われました。
その後、副市長をはじめ多くの来賓よりご祝辞を頂きました。受賞者は下記のとおりです。

【３０年表彰者】  　  【１０年表彰者】
株式会社  元吉建設工業　　安部茂  株式会社  エー・ケー・テック　　中田希代子
株式会社  元吉建設工業　　須賀清秋 株式会社  エー・ケー・テック　　福井和代
株式会社  末宗組　　　　　後藤三稔 宇佐ポリマー  株式会社　　　　　久保学
      社会福祉法人  宇水会　　　　　　山村由美

【２０年表彰者】    有限会社  かばた保険事務所　　　辛島清子
有限会社  平和電設　　　　鈴木雄一
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TEL  0978-37-3771

県共済の 火災共済の改定のお知らせ

主な改定の内容

・共済掛金の改定を実施

・築浅割引の新設

・長期年払割引の新設

・自然災害の補償内容の充実

　詳しい

　お問い合わせは 　　☎　0978-33-3433　

平成28年12月1日以降共済始期の契約
について、火災共済の商品改定を実施
いたしました。

県共済の　　火災共済の改定のお知らせ

　※共済掛金の改定率はご契約の内容によって異なります。

　宇佐商工会議所

※共済掛金の改定率はご契約の内容によって異なります。
詳しい
お問い合わせは 宇佐商工会議所  ☎ 0978-33-3433

平成28年12月 1日以降共済始期の契約に
ついて、火災共済の商品改定を実施いたし
ました。
主な改定の内容
・共済掛金の改定を実施
・築浅割引の新設
・長期年払割引の新設
・自然災害の補償内容の充実

― 会員事業所永年勤続従業員表彰 ―

❖❖❖ 第９回宇佐商工会議所会頭杯親善ゴルフ大会 ❖❖❖
　第９回宇佐商工会議所会頭杯親善ゴルフ大会が、６月３日（日）中津カントリークラブにおいて開催されました。
　当日は晴天にも恵まれ会員３０名（９組）の方が参加され、１８ホールの熱戦スタートとなりました。
　又、プレー終了後は会場を移し「焼肉 力」にて表彰式を行い、会員相互の親睦交流を図ることが出来ました。
ゴルフ大会の入賞者は以下のとおりです。おめでとうございます！！

【成績発表】
１位　坂本良太 さん（明治印刷㈱）グロス 84　NET 69.6
２位　本田新一 さん（大分合同新聞善光寺・天津プレスセンター）グロス 75　NET 71.4
３位　増田哲也 さん（㈲増田金物店）グロス 90　NET 72

ベストグロス賞
65 歳以上　本田新一 さん　グロス 75
65 歳未満　林　駿馬 さん　グロス 87

ニアピン賞
OUT ８番
本田新一 さん

筒井健一 さん（宇佐浄化槽管理センター）

IN 17 番
上條　誠 さん（旭タカロン㈱）
板倉弘幸 さん（㈱大分銀行宇佐支店）

今が旬　
 　鱧　 料理
 石　鯛 料理
 おこぜ 料理
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第 39 回通常議員総会開催

※2017年11月現在

第 39 回通常議員総会を開催

　平成３０年度宇佐商工会議所通常議員総会を去る５月２９日（火）午後１時３０分から宇佐商工会
館大ホールにおいて開催しました。
　役員・議員計６４名（委任状による出席を含む）が出席し、平成２９年度事業報告並び収支決算書
他の議案について承認されました。
　次の議案について審議の結果、原案通り承認されました。

◆◆◆ 商工会議所の議員職務執行者変更のお知らせ ◆◆◆

●株式会社ちよせ
住　所：宇佐市沖須町２-12- １

常議員・２号議員・観光部会長

氏　名：河村正一

※旧職務執行者　是永潤一

●日豊工事株式会社
住　所：宇佐市上田 1532-2

常議員・２号議員・建設業副部会長

氏　名：岡本泰治

※旧職務執行者　岡本泰直

（平成 29 年度事業報告収支決算書等を承認）

第１号議案 平成２９年度事業報告書の承認について・・・満場一致で承認

第２号議案 平成２９年度収支決算書の承認について・・・監査報告し、満場一致で承認

第３号議案 常議員の選任について・・・株式会社ちよせ　河村正一氏　常議員承認
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「経営革新計画」が大分県より承認されました

経営革新計画のテーマ
【顧客の使用用途に合わせた衝撃緩衝型畳等の提案】

承認年月　平成 30 年 4 月

概 要
既存の畳は建材畳床が主流となっているが、新畳製造時は非常に硬く、
現状のフローリングとの差別化が図れない。そこで、当店では住宅の洋
室化が進む中、畳の衝撃性・弾力性を持たせた畳床を使用した新畳の提供、
及びフローリングに敷ける衝撃緩衝型の置き畳を提供することで、新た
な需要の掘り起こしを行う。高齢者福祉施設や保育園、幼稚園等の施設
への販路拡大を図る。

会員企業紹介

・『まちのゲストハウス考』　真野洋介・片岡八重子編著（2017 年　学芸出版社　刊）

　商店街や山村などで丁寧に「場」を作り続ける事例から、空き家活用や小さな経済圏・社会資本の創出拠点として
の可能性を探る。

　

図書館の本棚から
宇佐市大字上田 1017-1　TEL（33）4600　FAX（33）4679
http://www.usa-public-library.jp

・『「観光文化」231 号　特別版』（2016 年　日本交通公社　刊）

　新会館の記念特集は、日本交通公社がお薦めする「一度は読みたい観光研究所＆実務書１００冊」。選定理由もしっ
かり。別途、研究員が関わった本のリストも掲載。

・『日本への遺言』出町　譲 著（2017 年　幻冬舎　刊）

　限界集落の限界を自力で乗り越えた小村の奇跡。地域リーダーとは何か？　人を動かすとは？　地域再生の神様「豊
重哲郎さんのことば」には、どんな地域マネジメント論にもない言葉がある。

（　）内は図書館の請求記号です。

宇佐市民図書館

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

旅の図書館へ行ってきました。公益財団法人日本
交通公社の図書館です。５月に開催された世界温
泉地サミットのコーディネーター・久保田美穂子
氏が以前館長を務めていました。「観光の研究と実
務に役立つ」図書館です。News　Letter「たびと
しょ」の掲載本も紹介します。

特定商工業者 該当事業所の皆様へご協力のお願い！
該当する事業所には、すでに郵送しています『特定商工業者事業所調査書』の提出をお願いいたします。
特定商工業者とは・・・法律で指定された一定基準以上の商工業者です。
毎年、４月１日現在において、宇佐市内で本社をはじめ支店、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから、６ヶ月
以上経過している商工業者
　１. 資本金が３００万円以上の法人
　２. 従業員数が２０名以上の個人・法人（商業・サービス業は５人以上）
１、２のいずれかに該当する業者が特定商工業者として指定されます。（商工会議所法第７条）

活用としては、特定商工業者の方が事業の内容を商工会議所に登録することで毎年１回作成され、これによって常に業界の
繁栄に役立たせるものです。提出した資料は、貴重な資料として注意を払い管理するとともに、商取引の照会、斡旋等その
他あらゆる面でお役にたつように活用しています。（商工会議所法第１０条、第１１条）

調査票のご返送は、７月３１日（火）まで。変更のない場合も返信用封筒（６月初旬に発送済み）にて提出をお願いいたします。

佐々木たたみ店 　宇佐市北宇佐１８０２－１

業種  畳製造業

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

宇佐商工会議所では「経営革新計画」の
承認を目指す中小企業・小規模事業者の
支援を行っています。
制度の説明、また承認を目指す事業所に
つきましては、中小企業相談所までお気
軽にご相談下さい。
※�経営革新とは、事業活動に関連した「新たな取り組み」
を、数値目標を持った計画に具体化したものです。
　�大分県知事よりこの計画の承認を受ければ、各種支
援措置が受けられます。
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部会活動報告

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

■ 呉橋清掃作業
　6 月 3 日（日）、観光部会（河村正一部会長）は宇佐
市観光協会と合同で宇佐神宮呉橋から神橋にかけての
寄藻川堤防周辺の草刈り作業を行いました。

■ 花いっぱい運動
　清掃作業に引き続き花いっぱい運動にも参加しました。

　宇佐フラワーロードの一角に設置された花壇に今年は４種の花を

植栽しました。

　暑さと雑草に

負 け ず 元 気 に

育ってくれるよ

う、大事に管理

をしたいと思い

ます。

■ プレミアム商品券抽選会
　6 月 12 日（火）11 時より宇佐商工会館中ホールにて「プ

レミアム商品券抽選会」が行われました。

　当日は、末松部会長の挨拶の後、事務局より抽選方法

の説明を行い宇佐市商工振興課商工労政係の南氏の立会

いの下、パソコンによる抽選が開始されました。

　応募総数 1205 通、2,558 名の応募がありました。

■ プレミアム商品券引換販売
　平成 30 年度 6 月と 11 月に発売されるプレミアム商品券の

販売の 1 回目が 6 月 24 日（日）9 時～ 13 時まで、市内 4 ヶ

所で行われました。

　販売初日は、約 67,000,000 円が現金と引き換えられ、残り

は 6 月 25 日（月）～ 29 日（金）まで商工会議所のみでの販

売となりました。

　次回は、11 月 11 日（日）

に販売いたします。

　宇佐市報 10 月号に抽

選ハガキ付きチラシを配

布する予定です。皆様の

ご応募、心よりお待ちし

ております。

観 光 部 会

商 業 部 会
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青年部・女性会

　６月２１日（木）に行われた青年部（会長河野健治朗：宇佐コピーセンター）第２回例会において、大分銀

行宇佐支店より板倉次長・中山支店長代理、長洲支店より矢岡係長にお越しいただき、補助金・助成金につい

ての基礎知識やマッチングについてのセミナーを開催いたしました。

　現在、青年部メンバーのほとんどが各企業の代表者を務めていますが、実際には自分自身が現場にいなけれ

ば業務が回らず、新しい事業計画やそれに伴

う資金繰りについて考える時間が少なくなっ

てきています。

　本来なら事業者にとって行政の助成金・補

助金は使えるものがあれば使いたいというの

が本音だと思われますが、実際にはどのよう

な制度があるのかよく解らなかったり、申請

要件・方法があまり認識されていないのが現

状です。

　今回のセミナーを通じて、自社の事業内容

を再確認するきっかけとなり、自社の強みや

目的を正確に把握できる後継者の育成に繋が

る事を願います。

　行く春が惜しまれる５月２９日（火）、宇佐商工会館大ホールにおいて、会員総数８０名の内、本人出席３３名、

委任状出席２０名の参加を得て、平成３０年度の通常総会を開催いたしました。

　総会では、宇佐商工会議所渡辺幹雄会頭のご来賓挨拶、並びに渡辺好副会頭、小倉専務、河合局長の紹介後、

上程された議案について慎重に審議した結果、４議案は全て原案通り可決決定いたしました。

　質問を促した際に、女性会活動の積極的なＰＲの要望があり、参加者の意見を参考にＳＮＳ等の利用などＰ

Ｒの工夫に努力することといたしました。

　又、本年度は役員改選が行われ、会長・副会長

に次の方々が選任されました。

会　長　東　和子（再任）
副会長　切封美恵子（再任）
副会長　佐藤町子（新任）
副会長　外園　泉（新任）

　総会後の懇親会では、ご来賓の方々と共に楽し

い時間を過ごしました。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

青年部例会にて「補助金・助成金活用セミナー」開催

女 性 会   総 会 開 催



�

 記帳機械化をはじめませんか？
　複雑な帳簿の記帳から解放され、元帳作成から決算書・申告書の作成など特典がいっぱいです。
　※個人事業主が対象となります。

毎日の取引を当所指定の日計表に記帳し、１ヵ月分をまとめて商工会議所へ提出するだけで、元帳・残高試算表などを作成します。
毎年の決算申告手続きも、会計ソフトで打ち出した資料をもとに、決算書・申告書の作成、消費税の申告書の作成までお手伝いします。
事業主の皆様は、関係書類を整えて商工会議所へ提出していただくだけで結構です。
また青色申告特別控除（最高６５万円）の特典が受けられ、節税にもつながります。
記帳機械化について、日々の記帳でわからないこと等、どのようなことでもお気軽にご相談ください。

中小企業相談所からのお知らせ

普 通 貸 付 の ご 案 内
◆融資限度額　　４, ８００万円
◆利　　率　　　資金使途、返済期間、担保・保証人の有無などにより異なります。
◆返済期間　　　運転資金５年（据置期間１年）
　　　　　　　　設備資金１０年（据置期間２年）
◆担保・保証人　お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
◆貸付対象　　　個人または法人で事業を営む方（一部を除き、ほとんどの業種が対象）
◆必要書類　　　２年分の決算書が必要です。

詳しくは商工会議所（中小企業相談所）へお問い合わせください。

記帳機械化手数料
1 年目　　　5,000 円 / 月
2 年目以降　4,000 円 / 月または 5,000 円 / 月
※ ２年目以降については、科目・コードの記入及び振替の記入等の判定により決定します。

日 計 表 1 冊　100 円

決算手数料

記帳機械化導入者　15,000 円
一般者　　　　　　20,000 円
2 つ以上の決算がある場合は、1決算につき 5,000 円が加算されます。
※非会員（青色申告会員は除く）は、10,000 円加算されます。派遣税理士の押印のみは 8,000 円

消 費 税
簡易　　　10,000 円
本則　　　20,000 円
※非会員（青色申告会員は除く）は、10,000 円加算

　各種手数料（消費税別）

（派遣税理士の押印含む）｝
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中小企業相談所からのお知らせ

　宇佐商工会議所及び日本政策金融公庫では、７月３０日（月）午前１０時より、
お盆資金を中心とした「一日公庫」を開催することになりました。
　当日は、日本政策金融公庫別府支店の担当者に来所していただき、相談案件につ
いてはできる限り迅速な決裁を行いたいと思っております。
　一日公庫融資の相談をご希望の方は、７月２３日（月）までに会議所へお申込み
ください。
　なお、ご多忙の方は電話等いただければ、経営指導員が巡回訪問いたします。
※相談に際し、必要とする書類は、過去二期分決算書・試算表等です。

　　開催日時　７月３０日（月）午前１０時～
　　開催場所　宇佐商工会議所

【一般貸付】
　　限 度 額　4,800 万円以内
　　資金使途　運転資金・設備資金
　　期　　間　5 年から 10年（資金使途によって異なります）

一日金融公庫のご案内
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詳しくはホームページをご覧ください。 中退共 検索

FAX

宇佐商工会議所では毎月、社会保険労務士の先生をお招きし、労務管理・社会保険・年金等の無
料相談会を開催しています。

昨今、労働や社会保険も法改正等が続いています。
労務管理や各種助成金、社会保険、年金等、皆様の様々な悩み
にお答えいたします。
お気軽にご相談下さい。
ご希望の方は事前に宇佐商工会議所（33− 3433）までご連絡
をお願いいたします。

　場　所　宇佐商工会議所
　講　師　若山社会保険労務士事務所　若山　真由美　先生
　相談日　毎月　原則　第一木曜日　午前 9時から 12時
　　　　　8月 2日（木）・9月 6日（木）・10月 4日（木）

「労務・社会保険・年金等なんでも個別相談会」のお知らせ


